
 

第145回丹波市議会定例会 
 

自 令和８年２月24日 

至 令和８年３月27日 

議 案 審 議 資 料 
（ №２ ）  
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丹 波 市 



 

議案第34号 

 

工事請負契約の締結について 

 

１ 提案の趣旨 

次のとおり工事請負契約を締結することについて、丹波市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成16年丹波市条例第50

号）第２条の規定により、提案するものである。 

 

２ 工事名    旧丹波少年自然の家再整備工事 

 

３ 工事場所   丹波市青垣町西芦田字イケ2032番２ 

 

４ 工事概要   建築工事 一式 

本館、センターロッジ、ログキャビン、体育館及び屋外施設

改修工事 一式 

グラウンド整備工事 一式 

造成、擁壁、舗装等工事 一式 

防球ネット、照明等設備設置工事 一式 

外構工事 一式 

サイン撤去及び設置工事 一式 

上記工事に係る機械設備工事及び電気設備工事 一式 

 

５ 工 期    契約日の翌日から令和９年１月29日まで 

 

６ 契約金額   1,667,621,320円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 151,601,938円） 

 

７ 契約の相手方 名 称 前田建設 株式会社 

代表者 代表取締役 前田 忠 

所在地 兵庫県丹波市山南町池谷108番地 

  

【丹波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

 抜粋】 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億5,000万円以

上の工事又は製造の請負とする。 
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会 社 概 要 

 

項   目 内      容 

会  社  名  前田建設 株式会社 

代 表 者 名  代表取締役 前田 忠 

本 社 住 所  兵庫県丹波市山南町池谷108番地 

営 業 年 数  71年 

許 可 番 号  兵庫県知事許可 第750297号 

資  本  金  50,000千円 

完 成 工 事 高 

（２年平均） 

 合計     2,052,925千円 

 うち建築一式 1,716,861千円 

技 術 職 員 数 

 １級技術者   15人（うち建築一式 ７人） 

 管理技術者補佐 １人（うち建築一式 ０人） 

 基幹技能者   ０人（うち建築一式 ０人） 

 ２級技術者   ５人（うち建築一式 ２人） 

 その他技術者  ５人（うち建築一式 ４人） 

 合計      26人 

契約担当支店営業所等  － 

 

工 事 実 績 

（単位：千円） 

発注者 元/下 工事名 請負代金 工期 

西日本高速道路

(株)関西支社 
元 

中国自動車道西宮名塩ＳＡ他３箇

所給油施設改築工事 
657,913 Ｒ５.４～Ｒ７.６ 

丹波市 元 北小学校北校舎長寿命化改良工事 375,650 Ｒ５.９～Ｒ６.２ 

丹波市 元 
新山南中央公園（仮称）校舎等改修

工事 
328,570 Ｒ５.12～Ｒ６.７ 

西日本高速道路

(株)中国支社 
元 

令和５年度中国自動車道大佐ＳＡ

他１箇所休憩施設改修工事 
527,725 Ｒ６.３～Ｒ７.10 

丹波市 元 山南支所庁舎機械設備等更新工事 163,680 Ｒ６.10～Ｒ７.５ 
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円（税抜）

）

契 約 者 所 在 地 兵庫県丹波市山南町池谷108番地

契 約 金 額 1,667,621,320円（うち消費税相当額 151,601,938円

契 約 者 名 前田建設　株式会社

前田建設　株式会社 1,516,019,382円 決 定

随 意 契 約 理 由 地方自治法施行令第167条の２第１項第２号

工 事 概 要

建築工事　一式
　本館、センターロッジ、ログキャビン、体育館及び屋外施設改修工事　一式
グラウンド整備工事　一式
　造成、擁壁、舗装等工事　一式
　防球ネット、照明等設備設置工事　一式
外構工事　一式
　サイン撤去及び設置工事　一式
上記工事に係る機械設備工事及び電気設備工事　一式

見　積　業　者　名
第 1 回 見 積
金 額

再 度 見 積
金 額

備 考

予 定 価 格 1,516,019,382        

契 約 の 種 類 随意契約

（仮）契約年月日 令和８年３月10日

見 積 及 び 契 約 状 況 （ 工 事 )

工 事 番 号 丹ふ政第86号

工 事 名 旧丹波少年自然の家再整備工事

工 事 場 所 丹波市青垣町西芦田字イケ2032番２
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議案第35号 

 

丹波市立自然体験宿泊施設条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

旧丹波少年自然の家の再整備に伴い、豊かな自然環境を生かした体験活動

や宿泊を通じた学びの場を提供し、多様な人々の交流の促進及び地域の活性

化を図ることを目的として、丹波市立自然体験宿泊施設（以下「体験施設」と

いう。）を設置するため、提案するものである。 

 

２ 条例の概要 

(１) 指定管理者による管理等（第３条、第４条関係） 

次に掲げる業務を指定管理者に委任して行わせることとする。 

ア 体験施設の利用の許可に関する業務 

イ 体験施設の維持、管理及び運営に関する業務 

ウ 体験施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に関す

る業務 

エ その他市長が必要と認める業務 

(２) 指定管理者の管理の期間（第５条関係） 

指定管理者の指定期間は、10年以内とする。※再指定可 

(３) 利用料金（第11条関係） 

利用料金は、次の表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじ

め市長の承認を得て定めるものとする。 

区分及び単位 金額 備考 

市内 市外 

本館 宿泊室 

１人１泊につき 

7,700円 7,700円浴室及びシャワー室の

利用料金を含む。 

浴室 

１人１回につき 

330円 660円 

シャワー室 

１人１回につき 

220円 440円 

プレイホール 

１時間当たり 

1,600円 3,200円冷暖房を使用する場合

は、2,200円を加算する。

プレイルーム１ 

１時間当たり 

990円 1,980円冷暖房の使用を含む。 

プレイルーム２ 

１時間当たり 

1,980円 3,960円

プレイルーム３ 

１時間当たり 

990円 1,980円

センター

ロッジ 
宿泊室 

１人１泊につき 

7,700円 7,700円浴室及びシャワー室の

利用料金を含む。 

浴室 

１人１回につき 

330円 660円 
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シャワー室 

１人１回につき 

220円 440円 

ログキャ

ビン 
１人１泊につき 7,700円 7,700円本館又はセンターロッ

ジの浴室及びシャワー

室（以下「浴室等」とい

う。）の利用料金を含む。

キャンプ

サイト 
１張１泊につき 4,600円 4,600円浴室等及び屋外炊事場

の利用料金を含む。 

グラウン

ド 
１面１時間につき 5,500円 11,000

円

夜間照明設備を使用す

る場合は、3,300円を加

算する。 

体育館 １時間

につき 

全面を使用す

る場合 

2,200円 4,400円冷暖房を使用する場合

は、2,200円を加算する。

半面以下を使

用する場合 

1,100円 2,200円

屋外炊事

場 
１人１回につき 330円 660円 

ア 集団宿泊活動で体験施設を利用する場合 

１人１泊当たり 市内：1,100円、市外：3,300円 

イ 繁忙期に本館の宿泊室等を利用する場合 

利用料金の100分の50に相当する額以内の額を加算することができる。 

ウ 営利を目的として入場料を徴する場合 

利用料金の10倍の額とする。 

 

３ 施行日 

令和９年４月１日 

※準備行為に関する規定は、公布の日 
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